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令和８年度庄内広域連携婚活事業実施業務仕様書（企画提案用） 

 

１ 業務名 

  令和８年度庄内広域連携婚活事業実施業務 

 

２ 業務の目的 

  山形県庄内地域２市３町と山形県庄内総合支庁が連携して組織する庄内広域連携婚活

事業実行委員会（以下「実行委員会」という。）において、結婚を希望する方がその希望

を実現できるよう、イベントを実施し出会いの機会を提供することにより、定住促進と少

子化の進行に歯止めをかけることを目的とする。 

 

３ 業務委託期間 

  契約締結の日から令和９年１月29日（金）までとする。 

 

４ 業務の内容 

（１）婚活イベントの企画・運営 

 独身者を対象に、対面式の大規模な交流イベントを開催し、異性との気軽な出会いの機

会を創出する。結婚に関心があるものの婚活を始めていない方が異性との出会いに向けて

参加したくなるようなイベントを開催する。 

①参 加 者 20代～30代の独身者 

②定  員 男女各40名（計80名）程度とすること。 

   定員を超える参加申し込みがあった場合は、庄内地域在住・在勤者を優先し、 

      実行委員会と協議のうえ参加者を決定すること。 

   参加者が定員に満たない場合は、参加者の確保に努めること。 

③開催場所 庄内地域での開催とし、屋内・屋外を問わない。 

   屋外開催を企画する場合は、雨天になることも想定し、イベントが滞ること 

      のないようにすること。 

④開催時期 令和８年９月から12月までの期間中で１回開催すること。 

 及び回数 希望者が参加しやすい時節及び日程とし、実行委員会と協議のうえ決定

  すること。 

⑤参 加 費 イベント運営に係る経費として参加者から参加費を徴収し、本事業の一部に

  充てること。 

   金額については実行委員会と協議のうえ決定すること。また、参加者確保に

  向け各種割引（早割り、友達割等）の導入を積極的に検討すること。 

⑥内 容 地域の特色を活かしたイベント内容とし、若者特に若い女性が参加したいと 

      思えるような内容とすること。  

   参加者同士が十分に交流でき、出会いのきっかけとなるような工夫した交流 
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      イベントとすること。 

⑦運  営 会場の借り上げ及び会場設営・撤去、イベント等に必要な物品等の準備、当

  日の受付、参加者の誘導、演出、司会進行等運営に必要な一切の業務を行う

  こと。 

   会場等の使用条件を遵守するとともに、参加者のプライバシーや安全、周辺

  環境への影響等に配慮のうえ、イベントの企画・運営を行うこととし、イベ

  ントの名称は実行委員会と協議のうえ決定すること。 

   実施するイベント等については、実行委員会が主催であることが分かるよう

  に周知すること。 

     参加者からのイベントに関する問い合わせに対応すること。 

     イベント実施時にトラブルが発生した場合に即座に対応できる体制を整え

  ておき、実行委員会と連携を図ること。 

 

（２）参加者の募集等 

 ・参加者の確保につながるよう対象者への効果的な広報・周知を図ること。特にＳＮＳ等

を活用し、地域や世代を絞るなど効果的な広報を実施すること。（集客につながる具体

的な方法を提案・実施すること。） 

 ・ウェブ上に専用ページを制作するなど、イベントへの参加希望者が手軽に申し込める参

加申込フォームを設けること。 

 ・参加申込みの際に本人確認書類を義務付けるなどして参加条件を満たしていることを確

認し、参加者の安全性を保障すること。 

 ・対象者を意識した広報用のチラシデータを実行委員会と協議のうえ作成し、実行委員会

にデータを提供すること。（提供されたデータは、実行委員会構成団体が所管するホー

ムページやSNS等で発信するとともに、実行委員会で印刷して周知のために配布する。） 

 

（３）業務打合せ 

 ・イベント実施前には、応募状況やそれぞれ当日の進行確認等のための打合せを対面       

又はオンラインにて行うこと。 

 

（４）アンケートの実施 

 ・イベント終了後、参加者へイベントに関する感想や意見を聞き取るアンケートを実施す

ること。 

 ・アンケート項目は「婚活」だけではなく「定住」や「地域の魅力」に関する設問を設け

ることとし、実行委員会と協議すること。 

 

 



 

3 

 

（５）参加者の安全確保 

 ・イベント参加者への万全な安全対策を講じること。 

 ・緊急時の方針、体制、連絡方法等を確立し、実行委員会と連携を図ること。 

 

（６）留意事項 

 ・委託業務の実施にあたっては、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、その他関係     

  法令を遵守すること。 

 ・個人情報の取扱いについては、各種法令遵守を徹底するとともに、別記「個人情報取扱  

  特記事項」を遵守すること。 

 ・本仕様書と異なる事項または本仕様書に定めのない事項であっても、事業目的を達成す 

  るために、よりよい手法、技術又はアイディア等がある場合は、独自提案として県に対  

  して積極的に提案すること。 

 

（７）実施報告等 

   イベント終了後、イベントの事業概要、アンケート集計結果、記録写真をまとめた実

績報告書を作成、提出すること。また、本事業の効果を検証の上、今後の事業展開の方

向性について分析を加えた報告書を併せて添付すること。 

  

（８）再委託の可否 

   受託者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。その場合は、再委託先ご

との業務内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に書面にて報告

し、実行委員会の承諾を得なければならない。 

 

５ 関係書類等の整備 

  本業務実施に関する以下の関係帳簿書類を整備し、業務終了後５年間保管すること。 

 総勘定元帳、現金出納簿、収入・支出決定に係る調書、領収書等の会計関係帳簿類 

 

６ その他 

この仕様書に記載されていない事項又は記載内容に疑義が生じたときは、実行委員会

と協議すること。 

 

 

 

 



 

4 

 

 


